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施策を取りまとめた「インフラ長寿命化計画（行動
計画）」を策定して、この行動計画に基づき、イン
フラの老朽化対策に係る取組を推進している。また、
2017年12月から、社会資本整備審議会・交通政策
審議会技術分科会技術部会社会資本メンテナンス戦
略小委員会（第３期）において、議論を行っている
（表−１）。
本稿では、国土交通省におけるインフラの老朽化
対策に係る取組状況について紹介する。

1．はじめに
我が国では、高度経済成長期以降に整備した社会
資本の老朽化が進んでおり、例えば、道路橋は、
15年後には建設後50年以上経過するものが６割を
超えることになる。
国土交通省では、2012年12月に発生した中央自
動車道笹子トンネルの天井板落下事故を契機に、
2013年を「社会資本メンテナンス元年」として位
置付け、2014年５月に戦略的な維持管理・更新に
関する基本的な考え方や国土交通省が取り組むべき
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国土交通省では、2013年を「社会資本メンテナンス元年」と位置付け、2014年５月に戦略的な維持管理・
更新に関する基本的な考え方や国土交通省が取り組むべき施策を取りまとめた「インフラ長寿命化計画（行
動計画）」を策定して、この行動計画に基づき、インフラの老朽化対策に係る取組を推進している。本稿
では、国土交通省におけるインフラの老朽化対策に係る取組状況について紹介する。

特集　社会資本の戦略的維持管理〜維持管理のアセットマネジメント〜

平成２４年 ７月２５日 社会資本整備審議会・交通政策審議会に対し、国土交通大臣が「今後の維持管理・更新のあり方に
ついて」を諮問

７月３１日 上記を受け、技術部会の下に「社会資本メンテナンス戦略小委員会」を設置し、技術的な検討に着手

中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故１２月 ２日

社会資本の老朽化対策会議 設置

社会資本の老朽化対策会議
○「社会資本の維持管理・更新について当面講ずべき措置」（工程表）決定

インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議
○「インフラ長寿命化基本計画」決定

社会資本の老朽化対策会議
○「国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）」決定

「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について」 答申

「社会資本メンテナンス戦略小委員会（第２期）」において答申の施策の具体化に向けた検討に着手

平成２５年 １月２１日

３月２１日

１１月２９日

１２月２５日

平成２６年 ４月１６日

５月２１日

「社会資本メンテナンスの確立に向けた緊急提言：民間資格の登録制度の創設について」の公表８月２２日

主要な検討４テーマ
・点検・診断に関する資格制度の確立
・維持管理を円滑に行うための体制、地方公共団体等の支援方策
・維持管理・更新に係る情報の共有化、見える化
・メンテナンス技術の国際化

１０月４日 インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議 設置

「社会資本メンテナンス情報に関わる３つのミッションとその推進方法」の公表平成２７年 ２月２７日

「市町村における持続的な社会資本メンテナンス体制の確立を目指して」の公表

社会資本整備審議会・交通政策審議会技術部会平成２９年１２月２２日

「社会資本メンテナンス戦略小委員会（第３期）」における検討に着手

平成３０年１１月３０日 「国土交通省所管分野における社会資本の将来の維持管理・更新費の推計」の公表

表−１　社会資本の老朽化対策に関するこれまでの経緯
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2．インフラの老朽化対策に係る取組状況
１）予防保全への転換

2018年11月、国土交通省は、経済財政諮問会議
のワーキングにおいて、所管する分野のインフラの
今後30年後までの維持管理・更新費の推計の結果
を示した。インフラに不具合が生じてから対策を行
う事後保全型の維持管理・更新から、不具合が生じ
る前に対策を行う予防保全型の維持管理・更新に移
行することにより、30年間の維持管理・更新費の
合計費用が約３割縮減される結果となった。
この結果からも明らかな通り、今後、事後保全か

ら予防保全へ転換させることにより費用の縮減・平
準化を図ることで、持続的・効率的なインフラメンテ
ナンスを推進することが必要である（図−１、表−２）。
２）自治体への支援に関する取組

インフラのメンテナンスにおいて、特に困難な状
況に直面しているのは、市町村である。道路・下水
道・住宅・公園などの非常に多くの施設を管理する
必要があるにもかかわらず、維持管理に関わる土木
部門の職員は減少しており、点検・補修を行う予算
も十分ではない。
このため、市町村への支援を様々な角度から行う
ことが重要である。具体的には、新技術やデータ活

用の推進等の市町村の実行力を高める取組、「道路
メンテナンス技術集団」による直轄診断等の市町村
に対する直接的支援、関係機関の連携拡大による支
援が重要であり、これらの取組を推進していく。
このうち、関係機関の連携では、道路・港湾・空

港・河川の各分野で、国・地方公共団体等の施設管
理者が一堂に会するメンテナンス会議を通じて技術
的支援、情報共有を継続していくことや、PFIや包
括的民間委託による民間活力の活用の推進を行って
いく（図−２、３、４）。

供用期間

管理水準

トータルコスト

事後保全 予防保全

図−１　事後保全と予防保全のサイクル（イメージ）

表−２　「予防保全」の推計と「事後保全」の試算との比較（長寿命化等による効率化の効果）

2018年度

〔1.2〕 〔1.2〕 〔1.3〕 〔1.3〕

5.2 5.5 ～ 6.0 5.8 ～ 6.4 6.0 ～ 6.6 5.9 ～ 6.5 176.5 ～ 194.6

〔1.6〕 〔1.6〕 〔1.9〕 〔2.4〕

5.2 7.6 ～ 8.5 7.7 ～ 8.4 8.6 ～ 9.8 10.9 ～ 12.3 254.4 ～ 284.6

- 29% 25% 32% 47% 32%

30年間　合計
（2019～2048年度)

長寿命化等による
効率化の効果
（（①-②/②））

①平成30年度推計
（予防保全を基本）

②平成30年度試算
（事後保全を基本）

5年後
（2023年度）

10年後
（2028年度）

20年後
（2038年度）

30年後
（2048年度）

凡例：〔 〕の値は2018年度に対する倍率

単位：兆円
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市町村における職員数の推移（市町村全体、土木部門）

市町村における土木部門の職員数（左軸） 市町村全体の職員数（右軸）
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※１：地方公共団体定員管理調査結果より国土交通省作成。

なお、一般行政部門の職員を集計の対象としている。また市町村としているが、特別区を含む。

※２：技術系職員は土木技師、建築技師として定義。H30年度の割合。

市町村全体では約１０%減少750,329人

105,187人

うち土木部門は
約１４％減少

90,788人

673,841人

※1

図−２　市町村における職員数の推移

（地方財政統計年報より国土交通省作成）
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図−３　市町村の土木費の推移
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３）新技術・データ活用に関する取組

維持管理・更新費の増大や担い手不足が懸念され
ているなかで、新技術の現場への導入による作業の
省人化・効率化を図る必要がある。
そのための取組の一つとして、インフラメンテ
ナンス国民会議（2020年１月時点：会員数1,914者）
を通じ、施設管理者のニーズと民間企業のシーズの

れぞれに保有している維持管理情報をデータベース
化していくことが必要である。そこで、国土交通省
や地方自治体が保有する維持管理に関するデータ
ベースの整備・連携方法について検討しており、モ
デル地方自治体で試行を行っているところである
（図−５、６、７、写真−１）。

自治体の課題を共有し
解決策を検討する
グループ討議

課題解決に向けた
ピッチイベントや
セミナー

自治体のニーズと
シーズ技術の

マッチングによる現場実証

インフラメンテナンス国民会議の目的

①革新的技術の発掘と社会実装
②企業等の連携促進
③地方自治体への支援
④インフラメンテナンスの理念の普及
⑤インフラメンテナンスの市民参画の推進

革新的技術

自治体支援

技術者育成

市民参画

海外市場展開

北海道

東北

関東

北陸

中部

近畿

中国

四国

九州

沖縄

公認フォーラム

連携の拡大による支援
市町村に対する直接的支援

市町村の実行力を高める取組

①新技術、データ活用の推進
・維持管理に活用できる新技術の紹介、マニュアル
の作成
・所管施設の管理に必要な情報の電子データ化、
データベース化

②契約方法の拡大
・地方公共団体の負担軽減のための業務委託、アウト
ソーシングのさらなる活用について
（包括委託、共同処理、共同発注）

・「道路メンテナンス技術集団」による直轄診断
・技術者派遣制度

・メンテナンス会議の実施
・インフラメンテナンス国民会議
・日常点検など市民参加型の施設点検の拡大
・民間活力の活用の推進（ＰＦＩ等）

③人材育成の推進
・技術マニュアル、講習会等の充実
・研修・実地講習の実施及び市町村職員の参加拡大
・維持管理に豊富な知見を有する経験者の活用促進

図−５　インフラメンテナンス国民会議の概要

図−４　地方公共団体の支援に重要な３つの観点

図−６　国土交通省所管分野に係る技術研究開発

マッチングによる新技術導入の支援等を
進めている。国民会議を通じて紹介され
た技術の社会実装数は着実に増加してい
る（2019年３月時点：６技術、71件）。
また、新技術の活用に向けて、小規模
自治体等が単独で技術導入を検討するの
は困難であるため、自治体横断的な新技
術の普及・展開を図る必要がある。そこ
で、自治体のインフラメンテナンスにお
ける新技術の普及・展開を推進するため、
2018年度から「官民研究投資拡大プロ
グラム（PRISM）」を活用し、モデルケー
スの実施を通じて、新技術導入に資する
手引きを作成することとしている。
インフラメンテナンスサイクルにおけ
る新技術の活用により、計測・点検・補
修等の膨大なデータが得られるようにな
る。これらの情報を利活用することは重
要であり、そのためには、各管理者がそ



11月刊建設20−02

4．おわりに
本稿では、国土交通省におけるインフラの老朽化

対策に係る取組状況について紹介した。
本稿で紹介した取組以外に、今後、インフラメン

テナンスに対する理解や社会全体で取り組む機運を
高め、国民一人一人がインフラメンテナンスを身近
なもの、自らのものとして、認識する社会の実現を
目指したいと考えている。

3．社会資本メンテナンス戦略小委員会
社会資本メンテナンス戦略小委員会では、2013
年を「社会資本メンテナンス元年」と位置付け第１
期、第２期を通じて、様々な取組を進めてきたとこ
ろであり、第３期では引き続き、施策の進捗状況や
市町村の動向等を把握して、これまでの取組のレ
ビューを行うとともに今後の取組の方向性について
検討を行っている。
小委員会は６回開催されており（2020年１月現
在）、今後、以下の３つの課題について、既存の枠
組みの活用やWGを設置等して検討を行うことと
なっている。
１）自治体支援への新技術導入支援
２）民間活力活用、包括民間委託
３）外部人材による支援

＜参考文献＞
　社会資本メンテナンス戦略小委員会HP
　http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s201_
menntenannsu01.html

実施事項インフラメンテナンス新技術・体制等導入推進委員会

既存の枠組
を活用

インフラメンテナンス国民会議

ニーズの強い課題を中心
に先端的な技術を募集

インフラメンテナンス国民会議における既存の取組（自
然発生的なマッチング）に対して、ニーズ・シーズのマッチ
ングのコーディネート、現場試行、自治体内部の合意形成
支援などを加えることで、自治体の新技術導入を加速化

PRISM実施期間の５か年（H30～H34）でモデルケースによる検討を
３サイクル実施予定。

共通の課題
（テーマ）

自治体Ａ

自治体Ｂ

自治体Ｃ

・

・

・

モデル自治体

課題に対応
したシーズを
有する企業

企業Ａ

企業Ｂ

企業Ｃ

・

・

・

民間企業

コーディ ネータ

インフラメンテナンス
国民会議

ニーズとシーズのマッチングをコーディネート
新技術とのマッチング・自治体内部説明策の検討など、新技術導入を支援

インフラメンテナンス新技術・体制等導入推進委員会

• モデルケースにおけるニーズとシーズのマッチングに向けた
コーディネート等における助言等

• 地方自治体における新技術の導入を推進する仕組み等の
検討に当たっての助言等
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写真−１　現場ニーズと技術のマッチング等による革新的技術の社会実装の事例

図−７　官民研究投資拡大プログラム (PRISM)

（東京都品川区）

・道路の凹凸情報の解析技術
→自動車にスマートフォンを搭載し、走行して収集した
加速度情報から解析。

（福島県郡山市）

・道路のひび割れ情報の解析技術
→自動車に市販ビデオカメラを搭載し、走行して収集した映像

から解析。

スマートフォン搭載
のイメージ

ひび割れの自動検出のイメージ


